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青森県農業農村整備関連業務公募型企画競争事務取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、青森県農林水産部農村整備課が所掌する農業農村整備事業等に係る業

務において、あらかじめ公募を行い、複数から企画提案書を提出させて、これらの内容や

業務遂行能力が最も優れた者を選定する手続（以下「公募型企画競争」という。）を実施

する際に必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象業務） 

第２条 公募型企画競争は、具体的な業務内容を提示することが困難で競争入札が実施でき

ない業務や、従来、競争性のない随意契約を行ってきた業務とし、地域県民局地域農林水

産部長（以下「地域農林水産部長」という。）が必要と認めた業務を対象とする。 

 

（業務の選定等）  

第３条 地域農林水産部長は、公募型企画競争により契約候補者を特定しようとする場合は、

あらかじめ当該業務が前条の規定に該当するか否かを、地域県民局地域農林水産部におけ

る県営農業農村整備工事建設業者等選定委員会（以下「選定委員会」という。）において

審議するものとする。  

２ 選定委員会は、契約候補者を公募型企画競争により特定することとした業務ごとに次に

掲げる事項を審議しなければならない。 

（１）応募資格 

（２）応募要領 

 

（参加資格）  

第４条 地域農林水産部長は、公募型企画競争により契約の相手方（以下「契約候補者」と

いう。）を特定しようとする場合は、発注する業務ごとに次の各号に定める事項を、当該

業務に係る応募者の参加資格として定めるものとする。ただし、地域農林水産部長が特に

認める場合においては、この限りではない。  

（１）青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（昭和５８年２

月青森県規則第６号）第３条第２項に規定する業種ついて、同規則第５条の規定によ

る認定を受けた者（企画提案書の提出期限までに認定を受けることが見込まれる者を

含む。）、物品の製造の請負、買入れ及び借入れに関する契約並びに役務の提供を受

ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領（平成１３年４月１日施

行）に規定する資格を有する者（企画提案書の提出期限までに認定を受けることが見

込まれる者を含む。）、または、平成２２・２３・２４年度農林水産省競争参加資格

（全省庁統一資格）の役務の提供等で「東北地域」で申請しており、かつ、「調査・

研究」に申請している者であること。（企画提案書提出時までに競争参加資格の登録

が見込まれる者を含む。） 
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（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項各

号に規定する者に該当しない者であること。 

（３）青森県建設業者等指名停止要領（昭和６０年６月１日施行）に基づく知事の指名停

止の措置を受けていない者であること。 

（４）その他地域農林水産部長が必要と認める事項 

 

（実施の公告） 

第５条 地域農林水産部長は、公募型企画競争を実施しようとするときは、次に掲げる事項

を、県のホームページへの掲載及び庁舎への掲示により公告するものとする。 

（１）業務の概要に関する事項 

（２）応募資格 

（３）企画提案書の作成及び記載上の留意事項 

（４）企画提案書の提出方法、提出先及び提出期限に関する事項 

（５）企画提案書を特定するための評価基準に関する事項 

（６）契約候補者の特定等に関する事項 

（７）その他地域農林水産部長が必要と認めた事項 

（８）契約等に関する事項 

（９）応募・照会窓口 

２ 前項の公告は、別紙の公告記載例により行うものとする。 

 

（参加表明書の提出） 

第６条 公募型企画競争において企画提案書の提出を希望する者（以下「参加表明者」とい

う。）は、当該公告において指定する日までに、発注する業務ごとに、参加表明書（様式

第１号）及び必要書類（当該公告において指定された場合に限る。）を地域農林水産部長

に提出しなければならない。 

２ 参加表明書の提出期限は、原則として、公告した日の翌日から起算して１０日後とする。 

 

（企画提案書の作成、提出） 

第７条 参加表明者は、別に定める期日までに次の項目を内容とする企画提案書を作成し提

出（様式第２号）しなければならない。 

（１）業務の実施方針 

（２）業務の実施体制 

（３）実施手法及び留意事項 

（４）過去５年間における同種業務の実績 

（５）その他参考となる資料 

（６）見積書（積算内訳） 

（７）その他応募要領において特に指示された事項 

２ 企画提案書の提出期間は、原則として、参加表明書の提出期限の翌日から起算して５日
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間以上とする。 

３ 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

４ 提出された企画提案書は返却しない。 

 

（企画提案書の審査） 

第８条 選定委員会は、当該業務の評価基準に基づき提出された企画提案書を審査、採点し、

企画提案書を提出した者の中から一位の者を決定するものする。 

２ 選定委員会は、前各号の規定により企画提案者の順位を決定した時は、提案者の名称、

順位、採点の集計結果、その他必要とする書類を評価結果として作成しなければならない。 

 

（契約候補者の特定） 

第９条 地域農林水産部長は、選定委員会から契約候補者として特定すべき者の報告を受け

た場合は、契約候補者として特定するものとする。 

２ 地域農林水産部長は、契約候補者として特定した者（以下｢特定者｣という。）及び特定

しなかった者（以下「非特定者」という。）に企画提案書の審査結果を通知（様式第３

号）するものとする。 

３ 非特定者は、通知を受けた日の翌日から起算して５日（国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日、日曜日及び土曜日（以下「休日等」という。）

を除く。）以内に、地域農林水産部長に対して書面により、その理由についての説明を求

めることができるものとする。 

４ 地域農林水産部長は、非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めるこ

とができる最終日の翌日から起算して３日（休日等を除く。）以内に、書面により回答す

るものとする。 

 

（参加資格の喪失等） 

第１０条 当該業務の有資格者が、資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、

当該業務に係る企画提案を行うことができないものとし、既に提出された企画提案書は無

効とする。 

（１）第４条に規定する当該業務に係る参加資格を満たさないこととなったとき 

（２）参加表明書又は企画提案書等に虚偽の記載をしたとき 

２ 前項の場合において、地域農林水産部長は参加表明者に対し、その業務に係る企画提案

書を提出できない理由を付して通知しなければならない。 

 

（契約の締結） 

第１１条 地域県民局長は、特定者と、契約限度額の範囲内で契約を締結するものとする。

この場合において、特定者が企画提案書に記載した予定担当者等の変更は、原則として認

めないものとする。 

２ 特定者が提出した企画提案書は、契約締結以降、契約図書として用いるものとする。 
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附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２２年８月２４日から施行する。 
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（様式第１号） 

番     号 

年  月  日 

 

○○地域県民局長 殿 

 

 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名     印 

 

 

参 加 表 明 書 

 

「○○○事業□□□業務」の業務企画に関する提案に参加します。 

 

 

記 

 

添付書類 ： 競争入札参加資格の認定結果の通知書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 
（担当者） 

所属／部署 

氏名 

電話／FAX 

E－mail 
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（様式第２号） 

番     号 

年  月  日 

 

○○地域県民局地域農林水産部長 殿 

 

 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名     印 

 

 

企画提案書の提出について 

 

「○○○事業□□□業務」に関する企画提案書を別添のとおり提出します。 

 

 

記 

 

添付書類 ： 企画提案書 ○部 （正１部、副○部） 

 

 

 

 

 

 

 

（担当者） 

所属／部署 

氏名 

電話／FAX 

E－mail 
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（様式第３号） 

番     号 

年  月  日 

 

○○○○○ あて 

 

 

○○地域県民局地域農林水産部長 

 

 

企画提案書の審査結果について（通知） 

 

「○○○事業□□□業務」に関する企画提案書を審査した結果、契約候補者に特定された《に

は特定されなかった》ことをご通知いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当者） 

所属／部署 

氏名 

電話／FAX 

E－mail 
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（公告記載例） 

「○○○事業□□□業務」の公募についての公告 

 

○○地域県民局では、「○○○事業□□□業務」について、実施者を公募します。本業務の受

託を希望される方は、下記に従いご応募ください。 

 

平成  年  月  日 

 

○○地域県民局長 

 

 

記 

 

１ 業務名 

○○○事業□□□業務 

 

２ 業務の目的及び概要 

（１）目的 

  本業務は、・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・を目的とする。 

 

（２）概要 

   ○○地区○○○事業の・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・の業務を行う。 

 

３ 応募資格及び応募要領 

青森県のホームページに掲載する応募要領をご参照ください。 

【ホームページ掲載場所】 「青森県」→「公募・募集」 

 

４ 契約の締結について 

本業務に係る契約は、別途応募要領で定める参加表明書を提出した者の企画提案書の審査の

結果、特定された契約候補者と契約の協議が整い次第締結することとします。 

 

５ その他 

業務内容、特定方法等の詳細は、応募要領をご参照の上、必要に応じ６の「応募・照会等窓

口」にご照会ください。 

 

６ 応募・照会等窓口 

〒○○○－○○○○ 青森県○○○○市（○○○郡○○○町）○○○ 
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○○地域県民局地域農林水産部○○○ 

ＴＥＬ ○○○―○○―○○○○   ＦＡＸ○○○―○○―○○○○ 

担当者 ○○○課 ○○、○○ 
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○○○事業□□□業務応募要領（記載例） 

 

１ 業務名 

○○○事業□□□業務 

 

２ 業務の目的 

  本業務は、・・・・・・・・・・ 

 ・・・・・・・・・・を目的とする。 

 

３ 業務の内容 

（１）業務の内容 

   ○○地区○○○事業の・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・以下の業務を行う。（地区の概要等に関する事項は、別添「参考資

料」参照） 

ア  

  ￤ 

  ○  

（２）報告書とりまとめ 

（３）打合せについては、○回程度を予定している。 

 

４ 履行期限 

契約締結の日から平成○年○月○日（○）までとする。 

 

５ 応募資格 

公募に応募できる者は、次の（１）及び（２）の双方に該当する者とする。 

（１）対象者 

民間事業者、独立行政法人、認可法人及び民間団体（公益法人を含む。）のいずれかに該

当する者 

（２）参加資格 

次に掲げる事項の全てに該当する者 

ア 青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（昭和５８年２月２

６日青森県規則第６号）第３条第２項に規定する業務について、同規則第５条の規定によ

る認定を受けた者（企画提案書の提出期限までに認定を受けることが見込まれる者を含

む。）、物品の製造の請負、買入れ及び借入れに関する契約並びに役務の提供を受ける契約

に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領（平成１３年４月１日施行）に規定す

る資格を有する者（企画提案書の提出期限までに認定を受けることが見込まれる者を含

む。）、または、平成２２・２３・２４年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の

役務の提供等で「東北地域」で申請しており、かつ、「調査・研究」に申請している者で

あること。（企画提案書提出時までに競争参加資格の登録が見込まれる者を含む。） 
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イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項各号に

規定する者に該当しない者であること。 

ウ 青森県建設業者等指名停止要領（昭和６０年６月１日施行）に基づく知事の指名停止の

措置を、参加表明書の提出期限の日から契約締結の時までの間に受けていない者。 

  ￤ 

○  業務によって、下記の事項等を記載する。 

・ 配置予定技術者は、技術士（農業部門）、農業土木技術管理士及び一級土木施工管

理技士のいずれかの資格を有する者。 

・ 業務目的の達成及び業務の遂行に必要な組織及び人員を有している者。 

・ 当該業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十

分な管理能力を有している者 

 

６ 参加表明書に関する事項 

（１）本業務の受託を希望する者は、様式第１号「参加表明書」に競争入札参加資格の認定結果

の通知書の写しを添えて 12 の「応募・照会等窓口」に持参又は郵送により提出すること。

（提出期間内に必着のこと。） 

（２）提出期間 

平成○○年○○月○○日（○）から平成○○年○○月○○日（○）まで 

土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前９時から午後５時まで 

 

７ 企画提案書の作成、提出等 

（１）６の参加表明書を提出した者は、次の項目を内容とする企画提案書を作成するものとする。 

なお、企画提案書等に使用する言語は、日本語とする。 

ア 業務の実施方針（企画提案書様式１） 

３（１）に示す業務内容ごとの実施方針について具体的に記載する。 

  イ 業務の実施体制（企画提案書様式２） 

業務の実施体制図及び業務に携わる予定担当者について記載する。 

ウ 実施手法及び留意事項（企画提案書様式３） 

３（１）に示す業務内容を実施するための手法や留意事項について記載する。 

エ 過去５年間の同種業務の実績（企画提案書様式４） 

  前年度から過去５年間における３（１）に示す業務内容と同種業務の実績を記載する。 

オ その他参考となる資料 

カ 見積書（積算内訳）（企画提案書様式５） 

  企画提案書に記載する内容を踏まえて、本業務に係る見積書（積算内訳）を作成する。 

  ￤ 

  ○  

（２）提出方法 

様式第２号により、作成した企画提案書を 12 の「応募・照会等窓口」に郵送または持参

により○部（正１部、副○部）提出すること。（提出期間内に必着のこと。） 
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ただし、提出する企画提案書は、１者につき１点に限る。 

（３）提出期間 

平成○○年○○月○○日（○）から平成○○年○○月○○日（○）まで 

土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前９時から午後５時まで 

 

８ 企画提案書を特定するための評価基準（別添「評価基準」参照） 

（１）応募資格の有無 

（２）企画提案書の内容の適切性 

  ア 業務の実施方針 

  イ 業務の実施体制 

  ウ 実施手法及び留意事項 

  エ 過去５年間の同種業務の実績（同種業務とは、３（１）に示す内容のものとする。） 

（３）業務費の妥当性（見積書による。） 

 

９ 契約候補者の特定等 

（１）契約候補者の特定にあたっては、県営農業農村整備工事建設業者等選定委員会において、

提出された企画提案書を８の評価基準に基づいて審査のうえ本業務について企画的に最適な

ものを特定し、特定した企画提案書の提出者を契約候補者とする。なお、審査は、非公開と

する。 

（２）審査結果は、平成○年○月○日（○）までに企画提案書を提出した者に通知（様式第３

号）する。 

（３）契約候補者に特定されなかった旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して

７５日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、日曜日及

び土曜日（以下「休日等」という。）を除く。）以内に○○地域県民局長に対し、契約候補

者に特定されなかった理由について、次に従い書面（様式任意）により説明を求めることが

できる。 

  ア 受付窓口 

  〒○○○－○○○○ 青森県○○○○市（○○○郡○○○町）○○○ 

○○地域県民局地域農林水産部○○○ 

ＴＥＬ ○○○―○○―○○○○    

  ウ 受付時間 

土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前９時から午後５時まで 

（４）○○地域県民局長は、契約候補者に特定されなかった理由の説明を求められたときは、説

明を求めることができる最終日の翌日から起算して３日以内（休日等を除く。）に書面によ

り回答する。 

 

10 その他  

（１）提出期限までに参加表明書を提出しなかった者は、企画提案書を提出することができない。 

（２）参加表明書及び企画提案の作成及び提出に係る費用は、提出者が負担する。 
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（３）提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。 

（４）参加表明書及び企画提案書は、採点等本業務に係る事務手続き以外の目的で提出者に無断

で使用しない。 

（５）受領期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

（６）参加表明書及び企画提案書に記載した予定担当者は、原則として変更できない。 

   ただし、病休、死亡、退職等の極めて特別な理由により変更を行う場合には、同等以上の

技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 

（７）参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び企画提案書を無効

とする。 

（８）契約締結後、本業務で取得した著作権については、○○地域県民局長が継承するものとす

る。 

（９）応募要領に関する質問がある場合は、平成○○年○○月○○日（○）までに、書面（様式

任意）により 12 の「応募・照会等窓口」に提出すること。 

 

11 契約等 

（１）本業務に係る契約限度額は、○，○○○，○○○円（消費税を含む。）とする。 

（２）本業務に係る契約は、契約候補者と契約の協議が調い次第、○○地域県民局長と企画提案

書の見積書の金額で締結する。 

ただし、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができないこともある。 

 

12 応募・照会等窓口 

〒○○○－○○○○ 青森県○○○○市（○○○郡○○○町）○○○ 

○○地域県民局地域農林水産部○○○ 

ＴＥＬ ○○○―○○―○○○○   ＦＡＸ○○○―○○―○○○○ 

担当者 ○○○課 ○○、○○○○ 
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（参考資料） 

本 地 区 の 概 要 等  

業務名： ○○○事業□□□業務 

発注者は、 

 ・地区の「概要」、「位置」、「本業務の範囲」等を明記する。 

 ・必要に応じて図面、特記仕様書を添付する。 

 

（評価基準）※当該業務内容に応じて適宜設定する。 

（１）応募資格の有無 

応募資格 有無 判定基準 

1 建設関連業務の競争入札参加資格  
1～3 のいずれに
も該当しない場
合は失格 

2 物品等の競争入札参加資格  

3 農林水産省競争参加資格（「東北地域」かつ「調査・研究」）  

4 地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項に該当  該当すれば失格 

5 青森県建設業者等指名停止要領に基づく知事の指名停止  該当すれば失格 

（以下、参加資格に示す事項を記載）   

判定   
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（企画提案書様式１） 

 

業 務 の 実 施 方 針  

 

業務名： ○○○事業□□□業務 

会社名：  

【注意事項】 

 ・応募要領に記載されている業務内容ごとに、具体的に記載する。 

 ・記入は、業務内容を勘案し必要最小限とする。（Ａ４用紙１～２枚程度） 
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（企画提案書様式２） 

 

業 務 の 実 施 体 制  

 

業務名： ○○○事業□□□業務 

会社名：  

 

１ 業務の実施体制図 

【注意事項】 

 ・組織全体の中での担当部署を明示し、担当者の体制を記載する。 

 

２ 業務に携わる予定担当者 

氏  名 所属・役職 
所  有 

技術資格 

ＣＰＤ 

取得単位 

担当する分担 

業務の内容 
備  考 

      

      

      

      

 

 

【注意事項】 

・氏名には、「ふりがな」をふること。 

・企画提案書の提出者以外の企業等に所属する担当者については、所属・役職欄に企業名等も

記載すること。 

・所有技術資格には、資格の種類、部門（選択科目）を記載すること。 

・ＣＰＤ取得単位には、認定組織名と過去３年間に取得した単位数を記載すること。 

・１と２を併せてＡ４用紙２枚以内とする。 
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（企画提案書様式３） 

 

実 施 手 法 及 び 留 意 事 項  

 

業務名： ○○○事業□□□業務 

会社名：  

【注意事項】 

 ・応募要領に記載されている業務内容を実施するための手法や留意事項について、具体的に

記載する。 

 ・記入は、Ａ４用紙１枚程度とする。 
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（企画提案書様式４） 

 

過 去 ５ 年 間 の 同 種 業 務 の 実 績  

 

業務名： ○○○事業□□□業務 

会社名：  

 

業務名 業務概要 発注機関 履行期間 

    

    

    

    

    

 

【注意事項】 

・実績には、県営以外の農業農村整備事業を含む。 

・記入は、Ａ４用紙１枚以内とする。 

・同種業務の実績の取り扱いについて 

同種業務とは 

① 事業名が同じで計画手法が確立されている業務。 

② 事業名は違うが調査手法等が既存の事業と同様と認められる業務。 

③ 新規創設事業であっても、調査方法や計画手法並びに計画書作成や効果算定等が既存の

業務と同様と認められる業務。 

④ それ以外の業務は「実績無し」とする。 
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（企画提案書様式５） 

 

見 積 書 （ 積 算 内 訳 ）  

 

業務名： ○○○事業□□□業務 

会社名：  

 

区  分 数量 単位 単価 金 額 備  考 

      

      

      

 

【注意事項】 

・必要に応じて積算参考資料を添付する。 

・作業項目毎に職種、人員等の内訳を整理すること。 

 

＜参考例＞ 

（積算参考資料） 

作業区分 
職種別人員（人） 

備  考 
技師長 

主任 
技師 

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員  

         

         

         

 


